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令和６年 第４回若桜町議会定例会

     

会議の顛末

    本会議（６月１１日）

議長（山根政彦）

皆さん、おはようございます。

ただいまの出席議員数は９人です。

定足数に達していますので、令和６年第４

回若桜町議会定例会を開会します。

これより本日の会議を開きます。

議事日程の報告

本日の議事日程は、お手元に配布のとおり

です。

日程第１

「会議録署名議員の指名」を行います。

今期定例会の会議録署名議員は、会議規則

第１２５条の規定により、議長において山本

安雄議員、梶原明議員を指名します。

日程第２

「会期の決定について」を議題とします。

お諮りします。

本定例会の会期は本日から６月１４日まで

の４日間にしたいと思います。これにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、会期は本日から６月１４日ま

での４日間に決定しました。

日程第３

「諸般の報告」をします。

会議関係諸般の報告は、印刷してお手元に

配布のとおりです。

朗読は省略します。

続いて、議員派遣について報告します。

令和６年３月議会定例会において議決し、

派遣を決定しています議員派遣について報告

書が提出されています。

議会報告第５号 令和６年度東部町議会議

長会議員研修会につきましては、印刷してお

手元に配布のとおりです。

朗読は省略します。

続いて、５月３０日までに受理した請願等

は、お手元に配布の「請願等文書表」のとお

りです。

会議規則第９２条第１項の規定により、請

願第２号及び陳情第３号は、総務産業教育民

生常任委員会に付託しましたので報告します。

続いて、町長からの行政報告事項は、報告

第１号 令和５年度若桜町一般会計繰越明許

費繰越計算書について、報告第２号 令和５年

度若桜町公共下水道事業特別会計繰越明許費

繰越計算書について、報告第３号 令和５年度

一般財団法人若桜町観光開発事業団事業報告

について、報告第４号 令和５年度有限会社若

桜農林振興事業報告及び令和６年度有限会社

若桜農林振興事業計画についてで、お手元に

配布のとおりです。

朗読は省略します。

日程第４

議案第４０号 専決処分の承認について、専

決第２号 若桜町税条例の一部改正について、

議案第４１号 専決処分の承認について、専決

第３号 若桜町国民健康保険税条例の一部改

正について、を一括して議題とします。

提案理由の説明を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして提案理由をご説明いたします。

議案４０号及び議案４１号専決処分の承認

について、でございますが、これは、地方自

治法１７９条第１項の規定により、議会を招

集する時間的余裕がなかったことから、専決

処分をした案件について、同条第３項の規定

により、本会議に報告し、ご承認をお願いす

るものでございます。

はじめに、議案第４０号 専決第２号の若桜

町税条例の一部改正について、でございます

が、これは、地方税法等の一部を改正する法



律が令和６年３月３０日に公布されたことに

伴い、本条例の一部を改正するものでござい

ます。

次に、議案第４１号 専決第３号の若桜町国

民健康保険税条例の一部改正について、でご

ざいますが、これは、地上税法等の一部を改

正する法律及び地方税法施行令等の一部を改

正する政令が令和６年３月３０日に公布され

たことに伴い、本条例の一部を改正するもの

でございます。

以上、ご報告を申し上げます。ご承認のほ

どよろしくお願いいたします。

議長（山根政彦）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第５

議案第４２号 令和６年度若桜町一般会計

補正予算（第２号）を議案とします。

提案理由の説明を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして、提案理由をご説明いたします。

議案第４２号 令和６年度若桜町一般会計

補正予算について、でございますが、既定の

歳入歳出予算の総額にそれぞれ５，８４３万

３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を４５

億５３２万３千円とするものでございます。

また、第２条の地方債の変更は、第２表「地

方債補正」のとおりでございます。

はじめに、歳入の概要についてご説明いた

します。

分担金及び負担金では、農業用施設改修事

業分担金２９万８千円を追加しております。

国庫支出金では、生活困窮者自立支援事業

負担金５１万３千円、物価高騰対応重点支援

地方創生臨時交付金４２４万６千円などを増

額しておりますし、また、低所得者保険料軽

減負担金９０万４千円、社会資本整備総合交

付金３，０４８万６千円をそれぞれ減額し、

その他の補正と合わせまして総額１，８９３

万５千円を減額しております。

県支出金では、鳥取県移住支援金交付事業

補助金４５万円、しっかり守る農林基盤交付

金５９万６千円などを増額しておりますし、

低所得者保険料軽減負担金４５万２千円を減

額するなど、その他の補正と合わせまして６

６万９千円を追加いたしました。

繰入金では、財政調整基金繰入金として４，

４５１万９千円を、諸収入では、池田地区活

性化支援事業参加費として１０万円、駅ナカ

店舗指定管理料納付金として２８万２千円を

それぞれ追加しております。

町債では、過疎対策事業債２，３９０万円、

辺地対策事業債７６０万円をそれぞれ追加し

ております。

次に、歳出の主なものについて、ご説明い

たします。

人事異動に伴う職員人件費及び会計年度任

用職員勤勉手当支給に係る費用を各科目にお

きまして調整しており総額１，９９８万７千

円を追加しております。

総務費では、東京圏から移住し就業等した

方に支援金を交付する移住定住促進事業に１

６８万円、池田地区集落支援員活動に関する

費用として中山間地域振興事業に４９万１千

円、ふるさと納税増額を目指した新規取組を

行うためふるさと納税推進事業に１７９万６

千円、定額減税に対応するためのシステム改

修費用として賦課徴収費に４２４万６千円を

追加するなど、その他の補正と合わせて総額

３１６万３千円を追加しております。

民生費では、生活困窮者自立支援事業とし

て４５万１千円、寄来屋の修繕に係る費用と

して高齢者等交流拠点施設管理に１２７万８

千円、障がい者福祉システム改修として障が

い者福祉事業に１３２万円、児童手当制度改



正に伴うシステム改修として児童措置に７０

９万５千円、生活保護総務費では被保護者就

労支援事業及び就労準備支援事業に関する委

託料１１３万６千円を追加するなど、その他

の補正と合わせて総額２，０６３万６千円を

追加しております。

衛生費では、令和５年度事業実績に伴う返

還金として健康増進事業に６万６千円、保健

センターボイラー配管修繕費用として保健セ

ンター管理費に７万７千円、簡易水道会計繰

出し金１，２１２万９千円を追加するなど、

その他の補正と合わせて総額３５２万３千円

を追加しております。

農林水産業費では、農業用施設改修事業と

して１７７万１千円を追加するなど総額３，

０２６万４千円を追加しております。また、

林道事業費におきまして財源更正を行ってお

ります。

商工費では、サッカーゴール購入費用とし

て氷ノ山高原の宿氷太くん管理運営事業に１

１１万８千円、スノーピアレストラン階段改

修費用として町営スキー場施設管理事業に１

６９万２千円、観光商工室管理では業務に必

要な物品購入費用等８３万３千円を追加する

など、その他の補正と合わせまして総額４８

４万１千円を追加しております。

土木費では、公共下水道事業繰出金１７万

３千円を減額するなど、その他の補正と合わ

せまして総額１，７９３万３千円減額してお

ります。また、道路維持費及び道路新設改良

費におきまして、それぞれ財源更正を行って

おります。

教育費では、教育委員会所管施設の修繕に

係る費用を追加しており、若桜学園管理費で

は煙感知器取替費用として７万９千円、町民

体育館管理費では階段視線誘導、誘導ブロッ

クなどの費用として７７万６千円、給食セン

ター費ではガス漏れ検知器の取替費用１６万

２千円などを追加しており、その他の補正と

合わせて総額１，３０９万３千円を追加して

おります。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（山根政彦）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第６

議案第４３号 令和６年度若桜町介護保険

事業特別会計補正予算（第１号）を議題とし

ます。

提案理由の説明を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

議案第４３号 令和６年度若桜町介護保険

事業特別会計補正予算について、でございま

すが、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ

１４万２千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を６億８，１１４万２千円とするものでござ

います。

歳入につきましては、地域支援事業に係る

国庫支出金５万２千円及び県支出金補助金２

万４千円を、また、介護給付費準備基金繰入

金１８３万４千円をそれぞれ追加しておりま

すし、支払基金交付金、県支出金県負担金及

び一般会計繰入金を合わせて１７６万８千円

を減額しております。

歳出につきましては、総務費ではシステム

使用料１万２千円、地域支援事業費では認知

症総合支援事業に１３万円を追加しておりま

す。また、保険給付費等におきまして財源更

正を行っています。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（山根政彦）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。



（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第７

議案第４４号 令和６年度若桜町簡易水道

事業会計補正予算（第１号）について、議案

第４５号 令和６年度 若桜町下水道事業会計

補正予算（第１号）について、を一括して議

題とします。

提案理由の説明を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして、提案理由をご説明いたします。

はじめに、議案第４４号 令和６年度若桜町

簡易水道事業会計補正予算について、であり

ますが、収益的収入及び支出につきましては、

第２条記載のとおり事業収益及び事業費用に、

人事異動及び会計年度任用職員の勤勉手当支

給に伴い６０５万８千円をそれぞれ追加いた

しました。

また、特例的収入及び支出につきましては、

第３条記載のとおり未払金に不足が生じたた

め、特例的支出に６０７万１千円追加してお

ります。

なお、議会の議決を経なければ流用するこ

とのできない経費は第４条、他会計からの補

助金は第５条記載のとおりです。

続きまして、議案第４５号 令和６年度若桜

町下水道事業会計補正予算について、であり

ますが、収益的収入及び支出につきましては、

第２条記載のとおり事業収益及び事業費用に、

人事異動に伴い１７万３千円をそれぞれ減額

いたしました。

また、資本的収入および支出につきまして

は、第３条記載のとおり国庫補助金の内示に

伴い企業債へ財源更正を行うもので、資本的

収入６６万５千円を減額しております。

なお、企業債の限度額は第４条のとおりで

ございます。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（山根政彦）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第８

議案第４６号 若桜町職員の給与に関する

条例の一部改正について、議案第４７号 若桜

町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部改正について、議案

第４８号 若桜町介護予防施設の設置及び管

理に関する条例の一部改正について、議案第

４９号 若桜町町営住宅の設置及び管理に関

する条例の一部改正について、議案第５０号

若桜町水道法施行条例の一部改正について、

議案第５１号 若桜町簡易水道布設地区負担

金賦課徴収条例の一部改正について、を一括

して議題とします。

提案理由の説明を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして、提案理由をご説明いたします。

議案第４６号 若桜町職員の給与に関する

条例の一部改正について、でございますが、

これは、再任用職員の期末・勤勉手当の支給

月数の改定及び行政職給料表級別職務分類表

を改正するものでございます。

続きまして、議案第４７号 若桜町家庭的保

育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正について、でございますが、

これは、児童福祉施設の設備及び運営に関す

る基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準が改正されたことに伴い、所要

の改正を行うものでございます。

続きまして、議案第４８号 若桜町介護予防

施設の設置及び管理に関する条例の一部改正

について、でございますが、これは、若桜町



介護予防施設「ゆうゆうわかさ」の管理につ

きまして、町長部局から教育委員会部局へ所

管替えを行ったことに伴い、所要の改正を行

うものでございます。

続きまして、議案第４９号 若桜町町営住宅

の設置及び管理に関する条例の一部改正につ

いて、でございますが、これは、配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護等に関する法

律の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの

でございます。

続きまして、議案第５０号 若桜町水道法施

行条例の一部改正について及び議案第５１号

若桜町簡易水道布設地区負担金賦課徴収条例

の一部改正について、でございますが、これ

は、生活衛生等関係行政の機能強化のための

関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、

水道法等による権限が厚生労働大臣から国土

交通大臣及び環境大臣に移管されたことに伴

い、所要の改正を行うものでございます。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願い申し上げます。

議長（山根政彦）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

議長（山根政彦）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

以上で、本日の日程は全部終了しました。

本日はこれにて散会いたします。

   午前１０時２６分  散 会


